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野田市長  鈴 木  有 



野田市規則第２０号 

 

野田市社会福祉協議会補助金交付規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、地域福祉の推進を図る活動を行う社会福祉法人野田市社

会福祉協議会に対し、予算の範囲内において、野田市社会福祉協議会補助金

（以下「補助金」という。）を交付することにより、同団体の運営の安定化

を図り、もって地域福祉の向上に寄与することを目的とする。 

（交付対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる団体は、社会福祉法人野田市社会福祉協議

会とする。 

（補助金の額等） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及

び補助金の額は、別表のとおりとする。 

（交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、野田市社会福祉協議会補助金交

付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(1)  事業計画書 

(2)  収支予算書 

(3)  補助対象経費の内訳が確認できる書類 

(4)  その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定等） 

第５条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金

の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市社会福

祉協議会補助金交付（不交付）決定通知書により申請者に通知するものとす

る。 

（交付の条件） 

第６条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的

を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。 



（変更の申請） 

第７条 第５条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定

者」という。）が、当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようと

するときは、野田市社会福祉協議会補助金変更交付申請書を市長に提出し、

承認を受けなければならない。 

（変更の承認等） 

第８条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の

可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市社会福祉

協議会補助金変更承認（不承認）通知書により交付決定者に通知するものと

する。 

（概算払の請求） 

第９条 交付決定者は、野田市社会福祉協議会補助金概算払請求書を提出する

ことにより、補助金の概算払を受けることができる。 

（実績報告） 

第１０条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野

田市社会福祉協議会補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に

提出しなければならない。 

(1)  事業実績報告書 

(2)  収支決算書 

(3)  その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、

適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市社会福祉協議

会補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の交付等） 

第１２条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするとき

は、野田市社会福祉協議会補助金交付請求書を市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するもの

とする。 



３ 第９条の規定により補助金の概算払を受けた者は、当該概算払の額が前条

の規定により確定した補助金の額を超えるときは、当該超える額を直ちに返

納しなければならない。 

（補助金の返還等） 

第１３条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第２項

の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに

該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付

した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

(1)  偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2)  この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。 

（公益性等の確認等） 

第１４条 市長は、事業終了後に交付した補助金の公益性及び必要性を確認す

るとともに、事業の効果を検証するものとする。 

（補則） 

第１５条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 



別表（第３条） 

補助対象経費 補助金の額 

次に掲げる経費のうち市長が認め

るもの 

１ 社会福祉法人野田市社会福祉協

議会の運営に要する人件費 

２ その他市長が認める経費 

補助対象経費の１０分の１０以内

の額 

  


